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これまで、

障害者雇用促進法で障害者

とは身体障害者と知的障害

者に限られており、精神障害者は除

外されていましたが、2016年4月の

障害者雇用促進法改正を受けて30年

４月から障害者雇用義務の対象に精

神障害者も加わりました。そこで、

これまでよりも雇用の間口が広がる

と考えられます。ですが、間口が広

がったからといって働きやすくなる、

続けやすくなるというわけではあり

ません。やりがいとともに責任・努

力が伴います。まず何よりも大切な

ことは“自分”でしっかりと「体調

管理」ができることです。睡眠・バ

ランスを考えた食事・服薬・自分に

合ったストレス解消です。そして、

仕事では挨拶、時間を守る、約束を

守る、報告・連絡・相談をしっかり

と行うことが基本になります。これ

くらいはいいや、たぶん大丈夫だろ

うと自己判断をするのではなく、確

認することが大切です。また、こう

いう部分が苦手である・こうしてほ

しいなど具体的に自分の精神特性上

気にかけてほしい部分を伝えること

も大切です。そうすることで安心し

て働くことができ、会社の力にな

る・貢献することができるのではな

いでしょうか。してほしいことばか

りを主張するのではなく、働く側と

して精いっぱいの力を発揮すること

がやりがいにつながり、結果につな

がり、自信へとなって行くのだと思

います。

『やすらぎ工房』

H３０年４月現在定着状況

１年未満 ・・・ ７５％

１年～２年未満・・・ ６７％

２年～３年未満・・・ ６７％

３年以上 ・・・ ６４％
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ここに入力

【太郎の漫画】②

【茂雄のカラフルマンガ】

三木の穴場スポットに出かけよう！～ということで、４月１４日

（土）、吉川町豊岡にある西山牧場に遊びにいき、三木サービスエ

リアでランチを食べてきました。西山牧場はこじんまりとした牧場

で、人なつこいヤギと牛たちに手から草をあげたり、とってもおい

しいアイスクリームを食べてのんびりとすごしました。おみやげに

チーズを買ってる人もいました。

三木サービスエリアは一般道からも入れ、人気スポットです。駐

車場が満車でしたが、しばらく待って何とか入れました。レストラ

ンやフードコートでパンや丼、うどん、カレー等々好きな物を選ん

で食べ、サービスエリア限定の

おみやげも買って楽しみました!(^^)!

5月の行事は、いちご狩りでした🍓

お天気にも恵まれ、いちご狩り日和でした🌞

実は…ここだけの話…そんなに期待していませんでした

<m(__)m>

で・す・が！ふたをあけてみると、ものすごく甘い、あま

～いイチゴで、30分間があっという間に感じるほどのおい

しさでした♪淡河にあるN農園さん、ありがとうございまし

た(#^.^#)

お昼ご飯は、イオンモール神戸北店のフードコートで思

い思いのものを食べました。因みに私は、いきなり！ス

テーキで、ワイルドステーキを食べました♬

皆さんは、○○狩り、何かされましたか！？

さぁ、仕事をしよう！と思いたった時に、皆さんはどうやって仕事を探

しますか？色々な方法がありますが、今回はハローワークの専門援助に

ついて書こうと思います。

ハローワークには、障がいがあり就労に不安を感じている人にも安心

してもらえるように「専門援助」というコーナーがあり、専門の相談員の

方が対応してくれます。どいう仕事に就きたいのか、など話を聞き、方向

性を明確にしたり、履歴書を添削してくれたり、模擬面接をしてくれたり、

また就労するために必要なスキルや知識、技能を身につけるための関

連施設の紹介なんかもしてくれます。

私たち「やすらぎ工房」も、もちろん関連施設の一つになります。まず

は、やすらぎ工房のような施設で、生活リズムを整えたり、スキルアップ

をしていきましょう☆よし！準備が整ったぞ！という段階になれば、ハ

ローワークの専門援助コーナーとタッグを組み就労まで支援していきま

す。また、定着支援として、ジョブコーチを派遣したり、企業に向けた「精

神・発達障害者しごとサポーター養成講座」も開催したりと、就労した後

も、安心して働けるようにサポートしてくれます。

ジョブコーチとは、働く障がい者本人が力の発揮しやすい作業の提案

を事業主にしたり、障害特性を踏まえた仕事の教え方のアドバイスを行

い、障がい者の職場適応に向けた支援を行う支援の事を指します。

自分が就労出来るのか悩んでいるあなた。また、就労って何だろう、と

イメージが沸かないあなた。何か分からないけど不安が心にある方も

いるでしょう。

私たち支援者とハローワークの専門援助コーナーに頼ってみません

か？平成30年4月1日から、障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わ

り、益々活躍の場は増えています。周りと力を合わせて、就労に向け頑

張っていきましょう(^^)/

障害者手帳取得について
精神障害者手帳を持つことへの抵抗がある

と感じる方もおられます。そこで、メリット

を少しお話したいなと思います。

メリットとしては、税金の軽減や障害者雇

用での就労が可能になります。就労でいうと

一般採用だけでなく障害者枠での採用と、選

択肢が広がるというのがあります。障害者雇

用で就職した場合、自分の能力や適正に応じ

た仕事に就ける、通院や治療への配慮、周囲

の理解が得やすいなど、無理なく仕事を続け

られます。手帳を持っていることを普段公に

する必要はありません。なので、ツールとし

て使われるのも一つだと考えています。手帳

は必要なのかな？と考えられている方は、こ

ういったメリットもありますので、一度検討

してみてはいかがでしょうか？

やすらぎ就労状況

⁂現在のやすらぎ工房の就労状況報告

Ｈ２８年度・・・2名（三木市役所）

（ピッキング業務）等

Ｈ２９年度・・・４名（接客業）製造工場）等

と５年前から遡っても平均的に年間2名が就労しています。

この調子で就労、定着出来る様に

職員一同応援しています。

６月の予定

・6/2（土）はばたき祭 参加

・6/15(金） ＢＢＱ大会

７月の予定

・7/7（土） 土曜日開所

次の号では作業所内での内職さ

んの紹介第１弾を６月末発行で

予定しています。

ハローワーク専門援助って？

４月行事報告

５月行事報告

平成29年度のイエローレシートキャンペーンによる

寄付金が47,600円となりました。 ご協力ありがとう

ございました！！

やすらぎ工房の活動をより円滑に進めていけるよう、

有益に使わせていただきます。

【太郎の漫画】①

２０１８年度


